
 

○袋井市三世代同居・近居のための空き家改修等支援事業費補助金交付要綱 

令和２年３月31日 

告示第62号 

（趣旨） 

第１条 市長は、市内の空き家を有効活用し、三世代同居・近居をする者に対し、予算の

範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、袋井市補助金等交付

規則（平成17年袋井市規則第47号）及びこの告示の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）空き家 袋井市空き家台帳に記載された一戸建ての住宅（店舗等の用途を兼ねる

ものでその用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のものを含む。）であ

って、１年以上空き家であるものをいう。 

（２）リフォーム工事 居住の用に供する部分の機能又は性能を維持又は回復させるた

めの修繕、模様替え、更新、取替等の工事をいう。 

（３）子育て世帯 補助金の交付申請日において、18歳未満の子（18歳に達する日以後

の最初の３月31日までの間にある子を含む。）がいる世帯をいう。 

（４）三世代同居 子育て世帯とその親世帯が同居することをいう。 

（５）近居 子育て世帯とその親世帯が市内の同一中学校区域内又は隣接する小学校区

域内に居住することをいう。 

（補助の対象） 

第３条 補助の対象となる空き家（以下「補助対象空き家」という。）は、昭和56年６月

１日以降に建築された建築物で建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく耐震基準を

満たしているものであって、かつ、第11条に規定する事業実績報告の提出日までに、耐

震補強工事により、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平

成18年国土交通省告示第184号）に定める構造耐震指標が1.0以上を満たすものとする。 

（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、補助金の申請日以降に三世代同居・近居をしようとする者で、10

年以上補助対象空き家に住み続ける意思があるもの（以下「空き家利用者」という。）

をいう。 



 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金を受けること

ができない。 

（１）市税の滞納がある者 

（２）補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）及び配偶者の３親

等以内の親族から空き家を購入、賃貸借又は使用賃借する者 

（３）自己所有の空き家 

（４）新築された建売住宅の空き家を購入する者 

（補助対象事業） 

第５条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、空き家利用者が発

注する補助対象空き家のリフォーム工事又は補助対象空き家の購入（用地費を除く。）

とする。 

（補助対象経費） 

第６条 補助対象経費は、補助対象事業に要する費用とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象経費としない。 

（１）土地の購入費用 

（２）契約、登記、仲介手続等に要する費用及び租税公課 

（３）ガスコンロ、照明等、エアコン等の家電製品の設置及び取替の費用 

（４）家具、什器等の備品の費用 

（５）外構工事の費用 

（６）その他市長が不適当と認めたもの 

（補助金の額等） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、30万円（補助対象空き家が袋

井市立地適正化計画で定める居住誘導区域にある場合は、45万円）を限度とする。ただ

し、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。 

２ 補助金の交付回数は、同一物件につき１回を限度とする。 

（交付の申請） 

第８条 申請者は、三世代同居・近居のための空き家改修等支援事業費補助金交付申請書

（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。た

だし、当該補助対象空き家の売買契約が成立している場合は、契約成立後30日以内に提

出するものとする。 



 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）補助対象空き家の位置図 

（３）補助対象空き家の直近３月以内に交付された建物の登記に係る全部事項証明書 

（４）補助対象空き家が第３条に該当することが分かる書類 

（５）子育て世帯と親世帯の関係が分かる直近３月以内に交付された戸籍全部事項証明

書等の写し 

（６）誓約書（様式第３号） 

（７）同居又は近居を予定している世帯全員の直近３月以内に交付された住民票の写し

（続柄が分かるもの） 

（８）直近３月以内に交付された土地の登記に係る全部事項証明書 

（９）その他市長が必要と認めるもの 

２ 申請者が発注するリフォーム工事について補助を受ける場合は、前項に掲げる書類の

ほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）リフォーム工事に係る見積書の写し 

（２）工事着工前の写真（リフォーム工事に係る部分） 

（３）リフォーム工事の計画図（配置図、平面図等） 

３ 申請者が空き家の購入について補助を受けようとする場合は、第１項に掲げる書類の

ほか、売買契約書案又は売買契約しようとする内容が分かる書類を市長に提出しなけれ

ばならない。 

４ 申請者は、補助対象事業の着手前に当該補助対象事業について、交付の決定を受けな

ければならない。 

（交付の決定） 

第９条 市長は、補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を

交付することを決定したときは補助金等交付決定通知書により、申請者に通知する。 

（交付の条件） 

第10条 交付を決定するときは、次に掲げる事項を条件とする。 

（１）次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、変更承認申請書に前条に掲げる書

類を添えて提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならないこと。 

ア補助事業の内容を変更しようとするとき。 

イ事業費を変更しようとするとき。 



 

ウ補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となった

ときは、速やかに市長にその旨報告し、指示を受けなければならないこと。 

（３）事業実施後の管理及び活用状況を定期的に市に報告すること。 

（４）補助金の収支に関する帳簿を整え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及

び書類を補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならないこと。 

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけ

ればならないこと。 

（事業実績報告） 

第11条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、その日から起算し

て１月を経過した日又は交付の決定があった日の属する年度の３月末日のいずれか早い

日までに、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 

（１）空き家利用者の転入後の世帯全員の住民票の写し（続柄が分かるもの） 

（２）その他市長が必要と認めるもの 

２ 第８条第２項に該当する場合は、前項に掲げる書類のほか、次の書類を提出するもの

とする。 

（１）リフォーム工事費用の請求書又は領収書の写し 

（２）リフォーム工事の施工中及び完成時の写真 

３ 第８条第３項に該当する場合は、第１項に掲げる書類のほか、次の書類を提出するも

のとする。 

（１）売買契約書の写し 

（２）購入費用の請求書又は領収書の写し 

（３）建物の登記に係る全部事項証明書（登記が完了していない場合は、申請書の写し

を提出するとともに、完了時には全部事項証明書の写しを提出すること。） 

（補助金の請求） 

第12条 申請者は、補助金の確定通知を受けた者は当該通知を受領した日から起算して10

日以内に請求書を市長に提出しなければならない。 

（その他） 

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



 

附 則 

（施行規則） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

２ この告示は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則（令和３年３月30日告示第37号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日告示第62号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日告示第40号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和８年３月27日告示第100号） 

（経過措置） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、公

示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、改正前の袋井市三世代同居・近居のための空き家改修等支援事

業費補助金交付要綱の規定により使用している様式は、改正後の袋井市三世代同居・近

居のための空き家改修等支援事業費補助金交付要綱の規定による様式とみなす。 


